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令和６年４月２５日 

都市整備政策部住宅課 

 

世田谷区第四次住宅整備後期方針の策定に向けた検討の着手について 

 

１ 主旨 

世田谷区住宅条例を根拠とする住宅整備方針は、平成４年度に策定され、住まいをめ

ぐる社会動向や地域の状況変化へ対応して、概ね１０年ごとに新たな方針を策定してい

る。現在、第四次住宅整備方針（令和３～１２年度）に基づき住宅施策を総合的に推進

しているが、令和７年度に５年目を迎えることから、方針策定後の住宅事情の変化や前

期５年間の実績評価も踏まえ、本年度から後期方針策定に向けた検討を開始する。 

また、アンケート調査を本年実施し、後期方針策定の基礎資料として活用するととも

に、策定にあわせて令和５年１０月に策定した世田谷区マンション管理適正化推進計画

を包含する。 

 

２ 根拠法令 

  世田谷区住宅条例第５条 

   ＜抜粋＞ 

「第５条 区長は、計画的な住宅政策を推進するために、世田谷区住宅整備方針（以下「住宅

整備方針」という。）を策定するものとする。 

２ 住宅整備方針の策定は、第１６条に定める世田谷区住宅委員会の意見を聴いて行う

ものとする。 

３ 住宅整備方針は、定期的に見直しを行わなければならない。」 

 

３ 方針の位置づけ（別紙１） 

 世田谷区基本構想・基本計画を上位計画とする住宅政策領域（住宅・住環境・暮らし）

に関する基本方針である。 

 

４ 見直しの視点 

各施策における５年間の取組み状況を検証の上、コロナ禍や国・都の少子化対策等の

社会情勢の変化や区民等の意識を把握・分析し、今後５年間に取り組むべき重点施策や

個別の施策内容について検討する。 

＜参考（世田谷区第四次住宅整備方針より）＞ 

・重点施策１「居住支援の推進による安定的な住まいと暮らしの確保」 

住宅確保要配慮者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、居住支援

協議会を中心として、入居円滑化を推進します。 

・重点施策２「マンションの維持・再生と適正な管理」 

マンションの資産価値向上のため、マンション交流会や関係所管課と連携し、

マンション管理組合自らの経営力と自治力の向上を図るとともに、維持管理と

再生の両面を支援します。 

・重点施策３「住宅資産価値向上・活用と円滑な住宅流通の促進」 

住宅資産の価値向上と有効活用、円滑な住宅流通と次世代へ継承を図るため、

様々な主体による持続的な取組みを推進します。 
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５ 検討体制（別紙２） 

（１）専門部会設置 

 第四次住宅整備後期方針の内容が多岐に渡ることから、専門的な知見や経験を有す

る住宅委員会の学識経験者等によって構成される専門部会を住宅委員会の下部組織と

して設置する。 

（２）庁内体制 

 庁内意見集約等は、住宅施策推進検討会議で行うものとし、その下部組織として住

宅施策推進検討会議作業部会を設置する。 

 

６ アンケート調査 

（１）目的 

現在の住宅及び住環境に関する施策の評価や今後の施策に対する意向を把握及び第四

次住宅整備方針策定時に実施した令和元年度基礎調査結果との比較を行い、後期方針

策定の基礎資料とすることを目的とする。 

（２）調査期間  

令和６年７月～８月（予定） 

（３）アンケートの種類 

過年度に他部署で実施した関連する既調査結果を参考にアンケート項目を整理の上、

下記①～③の調査を実施する。 

①住まいに関するアンケート調査（前回比較） 

対象・票数 世田谷区在住の満１８歳以上の方 ２，０００票 

調 査 方 法 調査票を郵送配付・回収 

主な調査項目 定住の意向、居住形態や周りの環境、施策の認知度等 

②子育て世帯に関するアンケート調査（新規） 

  対象・票数 世田谷区及び近隣市区に住んでいる子育て世帯 ５００票 

  調 査 方 法 インターネットによるアンケート 

  主な調査項目 居住形態、家賃、世帯員の状況、近居の希望等 

③区外在住者向けアンケート調査（前回比較） 

  対象・票数 世田谷区より転出した３０～４０代の近隣市区在住者 ５００票 

  調 査 方 法 インターネットによるアンケート 

  主な調査項目 転居理由、家賃、働き方の変化等 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

 令和６年 ７月  住宅委員会（第四次住宅整備後期方針 諮問） 

各アンケート調査の実施 

 令和７年 ２月  都市整備常任委員会（中間報告） 

      ９月  都市整備常任委員会（素案の報告） 

     １０月  素案に対するパブリックコメントの実施 

     １１月  住宅委員会（素案・案の審議及び答申） 

令和８年 ２月  都市整備常任委員会（案の報告） 

 ３月  後期方針の策定 
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別紙１ 

 

方針の位置づけ 
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別紙２ 

 

検討体制 

 

世田谷区 

世田谷区住宅委員会 

〈委員〉 

学識経験者、区民代表、関係団体 

〈幹事〉 

都市整備政策部長及び庁内関係部

署の課長級 

 

 

 

 

 

世田谷区議会 

区民参加 

○アンケート調査 

○パブリックコメント 等 

諮問 

答申 

報告 

作業部会 

〈役割〉 

住宅施策推進検討会議を効率的に運

営するために、下部組織として設置 

〈構成員〉 

庁内関係部署の係長級 

事務局 

（住宅課） 

住宅施策推進検討会議 

〈役割〉 

世田谷区第四次住宅整備後期方針の

策定に向けた庁内検討組織 

〈構成員〉 

都市整備政策部長及び庁内関係部署

の課長級 

情報発信 

・調査 

意見 

専門部会 

専門的見地から意見・助言 

意見 


